
Copyright (c) 2015 宮坂社会保険労務士事務所 All Rights Reserved. 

「通知カード」とは 

●12 けたのマイナンバーをお知らせする

厚紙のカードです。 

●その他に、氏名、住所、生年月日、性別

という基本4情報が載っています。 

●写真はないので身分証明になりません。 

●将来身分証明ができるようになるであ

ろう「個人番号カード」と交換すること

ができます。 

「個人番号カード」とは 

●マイナンバーや基本４情報の

他、写真、ICチップもあるプラ

スチック製のカードです。 

●写真付きなので、身分証明にも

なります。 

●保険証にもなるなど、将来用途

が広がる予定です。 

●作る作らないは任意です。 

 

最低賃金額引き上げ 

 

■平成 27年 10月 1日から、最低賃金額が引き上げられました。 

   728円               746円 （長野県） 

  （他都道府県は、厚生労働省のＨＰ：地域別最低賃金の全国一覧でご確認ください） 

 

■例えば、毎月 20日給与締めの会社で、時間 740円で使用している従業員がいれば．．．．． 

     9月 21日～30日    740円 

     10月 1日～20日    746円（最低） 

 で計算しないといけません。 

 

■なお、月給者の場合でも、時間給換算したときに最低賃金額を下回ると、違反です。 

 総額では最低賃金以上でも、基本給のような毎月定額で支給するものを最低賃金の対象として計算したら、最低賃

金を下回った、ということではいけません。注意してください。 

 

マイナンバー制度開始 

 

■いよいよマイナンバー制度が始まります。 

 会社として、従業員に対して、何をしたらよいのか、しばらくシリーズでお送りします。 

 

■会社としてやらなければならないことをひと通り挙げてみます。 

 1.マイナンバーを集める 

   ①マイナンバーを集める先をすべて洗い出す（従業員、その扶養家族、報酬を支払う先等） 

   ②その相手先に、マイナンバーをもらうよう依頼をする 

   ③実際に集める 

 2.マイナンバーの取扱 

①取り扱う担当者や責任者を決める（社長等でも可） 

   ②基本方針や取扱規定を決める 

③それに従って、マイナンバーを保管し、使える用途でのみ使用、最終的に破棄 

   ④いつ、誰が、どのように、どのナンバーを使用し破棄したのか記録をしておく 

 

■上記の中で、使える用途は次の 3つに限定されています。 

  ①社会保障関係（社会保険、雇用保険、福祉関係） 

  ②税務関係（扶養控除申告書等、源泉徴収票等） 

  ③災害対策関係 

 以上 3つの中で、通常使用することが考えられるのが①、②です。 

 

■実際に使用されるようになるのは平成２８年１月以降ですが、まず、今（10月） 

時点で、会社から従業員の方に伝えておかなければならないことは次の通りです。 

① 10月中旬以降に住民票の住所地に世帯ごと「通知カード」が届くので、 

大切に保管しておいてもらう 

② 個人番号カード作成をできるだけ申請してもらう 

③ 11月下旬になっても届かない場合、市区町村に確認をしてもらう 

④ 今後マイナンバーを何に使うのか、説明をして周知を図る 
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会員の皆様には、毎月会費を頂戴し、誠に有り難うございます。        H27．10 
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（あとがき） 

いよいよマイナンバー制度が始まります。それから、派遣法も 

改正されました。それぞれ様々なところに影響が出る法律なので、 

少しずつお伝えしていきたいと思います。 

10月になり、急に寒くなりました。寒いのは大嫌いなので、 

そろそろ南の島の別荘に半年間移ろうと思っています、という 

妄想をほぼ毎日している今日この頃です。（キムラ） 

〒３９２－００２２ 諏訪市高島３－１２０１－９０ 

宮坂社会保険労務士事務所 

労働保険事務組合 諏訪労務管理センター 

Ｔｅｌ ５２－２４４４ Ｆａｘ ５２－６４６６ 

Ｅ－ｍａｉｌ： 

ｈｉｒｏｋｏ．ｍｉｙａｓａｋａ＠ｍｉｓａｗａｋａｉｋｅｉ．ｊｐ 

このほっとレターは、当事務所・センターとご縁

のあった方にお送りしています。 

 



法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ 

 

 

 

 

改正の概要 

平成 27 年 10 月２日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以

下「番号法」といいます。）施行後の平成 28 年１月以降も、給与などの

支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わな

いこととされました（個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下

のものです。）。 

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要で

すので御注意ください。 

（参考） 

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個

人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※ 個人情報の保護に関する法律第 25 条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として

源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。 

※ 電子申告・納税等開始（変更等）届出書についても個人番号の記載は不要です。 

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への 

個人番号の記載は必要ありません！ 

 
 

・給与所得の源泉徴収票 

・退職所得の源泉徴収票 

・公的年金等の源泉徴収票 

・配当等とみなす金額に関する支払通知書 

・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書 

・上場株式配当等の支払に関する通知書 

・特定口座年間取引報告書 

・未成年者口座年間取引報告書 

・特定割引債の償還金の支払通知書 

※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成 28 年１月 

施行予定 

個人番号の記載が不要となる税務関係書類 
（給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。） 



改正についてのＱ＆Ａ 

問１ なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記

載しないこととされたのですか。 

答１ 本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに

個人番号を記載することにより、その交付の際に個人

情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ず

る必要が生じ、従来よりもコストを要することになる

ことや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まる

といった声に配慮して行われたものです。 

 

問２ 改正によって、従業員に周知すべき事項はありますか。 

答２ 従業員に交付する源泉徴収票に個人番号が記載されないため、番

号法施行後においても、従来と取扱いは変わらないことを御説明く

ださい。 

 

問３ 税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などにも個人番号を記載し

ないこととなるのですか。 

答３ 今回の改正は、支払を受ける方に交付する源泉徴収

票や支払通知書などについて、個人番号の記載を要し

ないこととなるものであり、税務署提出用には支払を

受ける方の個人番号を記載して税務署に提出してい

ただく必要があります。 

なお、支払を受ける方から個人番号の提供を受ける

場合には、番号法等に定める本人確認を行っていただ

く必要があります。 

税務職員を装った者からの年金・マイナンバー制度アンケート等と称する

不審な電話や「振り込め詐欺」などにご注意ください。税務職員が年金・マ

イナンバー制度アンケート等と称して電話することはありません。 


